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(57)【要約】
【課題】自発光素子が配列された表示装置において、自
発光素子に設けられた画像表示領域に亘る共通層を経由
したリーク電流により隣接画素が意図せず発光する。
【解決手段】有機ＥＬ表示装置２は、互いに隣接する第
１の画素と第２の画素との境界に位置し、基材７０に形
成されたバンク１０６と、第１の画素と第２の画素とバ
ンクとに跨って配置された発光素子層１０２を有する。
第１の電極１００は発光素子層１０２の基材７０の側に
、第１の画素と第２の画素との各々に独立して形成され
る。第２の電極６２は発光素子層１０２の第１の電極１
００とは反対側に、第１の画素と第２の画素とに跨って
形成される。第３の電極６４は、平面的に見てバンク１
０６と重畳する領域に、発光素子層１０２に接して形成
される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の画素と前記第１の画素と隣接する第２の画素とを有する表示装置であって、
　基材と、
　前記第１の画素と前記第２の画素との境界に位置し、前記基材に形成されたバンクと、
　前記第１の画素と前記第２の画素と前記バンクとに跨って配置された発光素子層と、
　前記発光素子層の前記基材の側に、前記第１の画素と前記第２の画素との各々に独立し
て形成された第１の電極と、
　前記発光素子層の前記第１の電極とは反対側に、記第１の画素と前記第２の画素とに跨
って形成された第２の電極と、
　平面的に見て前記バンクと重畳する領域に、前記発光素子層に接して形成された第３の
電極と、
　を有することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記第２の電極と前記第３の電極とには、異なる電位が印加され、
　前記第１の電極と前記第３の電極との間の電位差は、前記第１の電極と前記第２の電極
との間の電位差よりも大きいことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の表示装置において、
　前記第２の電極は、前記バンクと重畳する前記領域にスリットを有し、
　前記第３の電極は、前記スリットに、且つ前記第２の電極と同層に位置していることを
特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の表示装置において、
　前記第１の画素は、第３の画素と前記第２の画素とは異なる方向で隣接し、
　前記第３の電極は、前記第１の画素と前記第２の画素との前記境界に沿って延在する延
在部と、前記延在部から突き出た突起部とを有し、
　前記突起部は、前記第１の画素と前記第３の画素との境界の少なくとも一部に位置して
いることを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１又は請求項２に記載の表示装置において、
　前記第３の電極は、前記発光素子層の前記基材とは反対側に位置し、且つ前記バンクと
重畳する前記領域で絶縁膜に覆われ、
　前記第２の電極は、前記バンクと重畳する前記領域で、前記絶縁膜を介して、前記第３
の電極を覆っていることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項１又は請求項２に記載の表示装置において、
　前記第３の電極は、前記発光素子層と前記バンクとの間に位置していることを特徴とす
る表示装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の表示装置において、
　前記バンクの上面には凹部が形成され、
　前記第３の電極は前記凹部を充填することを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の表示装置において、
　前記発光素子層は、少なくとも発光層と正孔輸送層とを有し、
　前記第３の電極は、正孔輸送層と接していることを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項６に記載の表示装置において、
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　前記発光素子層は、少なくとも発光層と正孔注入層とを有し、
　前記第３の電極は、正孔注入層と接していることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　画像表示領域に画素となる発光領域が複数配列された表示装置であって、
　前記画素の境界に沿って基材上に形成されたバンクと、
　前記バンクが形成された前記基材上に、少なくとも前記発光領域に形成されキャリアを
注入されて発光する発光層とキャリア移動性を有し前記画像表示領域に亘って形成された
補助層とを含む複数層が積層されて形成された発光素子層と、
　前記発光素子層の下に前記画素ごとに設けられた画素電極と、
　前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子層に電圧を印加する対
向電極と、
　前記画素間の境界領域にて前記発光素子層の上に配置され、前記発光素子層に電気的に
接続された境界電極と、
　を有し、
　前記境界電極は、前記発光素子層の前記境界領域における前記キャリアを引き寄せる電
位を印加されて当該キャリアを吸収すること、
　を特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　画像表示領域に画素となる発光領域が複数配列された表示装置であって、
　前記画素の境界に沿って基材上に形成されたバンクと、
　前記バンクの上に置かれた境界電極と、
　前記バンク及び前記境界電極が形成された前記基材上に、少なくとも前記発光領域に形
成されキャリアを注入されて発光する発光層とキャリア移動性を有し前記画像表示領域に
亘って形成された補助層とを含む複数層が積層されて形成された発光素子層と、
　前記発光素子層の下に前記画素ごとに設けられた画素電極と、
　前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子層に電圧を印加する対
向電極と、
　を有し、
　前記境界電極は、前記発光素子層に電気的に接続され、前記発光素子層の前記境界領域
における前記キャリアを引き寄せる電位を印加されて当該キャリアを吸収すること、
　を特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の表示装置において、
　前記境界電極は、前記対向電極と同層で形成されること、を特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の表示装置において、
　前記対向電極は前記画像表示領域に亘り形成された透明導電材からなり、前記各画素に
共通の基準電位を印加し、
　前記画素電極は前記各画素の映像信号に応じた量のキャリアを前記発光素子層へ供給し
、
　前記境界電極は、前記対向電極の下に形成された不透明導電材からなること、
　を特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の表示装置において、
　前記対向電極は前記各画素に共通の基準電位を印加し、
　前記画素電極は前記各画素の映像信号に応じた量のキャリアを前記発光素子層へ供給し
、
　前記発光素子層は、前記画素電極から供給される前記キャリアについてのキャリア輸送
層又はキャリア注入層を前記補助層として有し、当該補助層の上に前記発光層が積層され
ること、
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　を特徴とする表示装置。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の表示装置において、
　前記バンクはその上面に凹部を形成され、
　前記境界電極は前記凹部を充填すること、
　を特徴とする表示装置。
【請求項１６】
　請求項１０から請求項１５のいずれか１つに記載の表示装置において、
　前記対向電極は前記各画素に共通の基準電位を印加し、
　前記画素電極は前記各画素の映像信号に応じた量の前記キャリアを前記発光素子層へ供
給し、
　前記境界電極は、前記画素電極との電位差が前記画素電極と前記基準電位との電位差よ
り大きくなる電位を印加されること、
　を特徴とする表示装置。
【請求項１７】
　請求項１０から請求項１５のいずれか１つに記載の表示装置において、
　前記画像表示領域は発光色の異なる複数種類の前記画素を含み、
　前記境界電極は、前記発光色が異なる隣接した各画素対において当該画素間の境界の少
なくとも一部に沿って配置されていること、
　を特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電圧印加により発光する自発光素子を用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス（electroluminescence：ＥＬ）素子
などの自発光素子を用いたものの開発が進められている。有機エレクトロルミネッセンス
素子は一般にＯＬＥＤ（organic light emitting diode）と称され、発光ダイオードの一
種である。ＯＬＥＤは有機化合物からなる発光層にキャリア（電子や正孔）が注入され発
光する。ＯＬＥＤは電圧の印加時に発光層に効率的にキャリアが注入されるように、電極
と発光層との間などに、キャリア移動性を有した補助的な層を設ける構造が一般的となっ
ている。
【０００３】
　例えば、補助的な層として、アノードと発光層（emitting layer：ＥＭＬ）との間に、
正孔輸送層（hole transport layer：ＨＴＬ）や正孔注入層（hole injection layer：Ｈ
ＩＬ）が設けられる。また、カソードと発光層との間には、電子輸送層（electron trans
port layer：ＥＴＬ）や電子注入層（electron injection layer：ＥＩＬ）が設けられる
。これら補助層は例えば蒸着法などにより、複数の画素が配列された画像表示領域全体に
亘って、即ち複数の画素に跨って連続して形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１５５９５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したＯＬＥＤにおけるＨＴＬ，ＨＩＬのようなキャリア移動性を有した層が画像表
示領域に亘って連続する共通層として形成される発光素子を用いた表示装置は、当該共通
層を通して隣接する画素間でのキャリアのリーク、即ち隣接画素へのリーク電流が発生し
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得る。隣接画素へのリーク電流は当該隣接画素の意図しない発光を招くという問題があっ
た。具体的には、リーク電流によって画像の解像度の劣化が生じる。また、発光色が異な
る画素間におけるリーク電流では、色再現性（色純度）の低下が生じる。特に、高精細化
による画素サイズの縮小に伴い隣接画素の開口部（又は発光領域）が接近すると、当該問
題がより顕著となる。
【０００６】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、隣接する画素の自発光素子
へのリーク電流が抑制され、隣接画素の意図しない発光が防止される表示装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明に係る表示装置は、第１の画素と前記第１の画素と隣接する第２の画素と
を有する表示装置であって、基材と、前記第１の画素と前記第２の画素との境界に位置し
、前記基材に形成されたバンクと、前記第１の画素と前記第２の画素と前記バンクとに跨
って配置された発光素子層と、前記発光素子層の前記基材の側に、前記第１の画素と前記
第２の画素との各々に独立して形成された第１の電極と、前記発光素子層の前記第１の電
極とは反対側に、記第１の画素と前記第２の画素とに跨って形成された第２の電極と、平
面的に見て前記バンクと重畳する領域に、前記発光素子層に接して形成された第３の電極
と、を有する。
【０００８】
　（２）他の本発明に係る表示装置は、画像表示領域に画素となる発光領域が複数配列さ
れた表示装置であって、前記画素の境界に沿って基板上に形成されたバンクと、前記バン
クが形成された前記基板上に、少なくとも前記発光領域に形成されキャリアを注入されて
発光する発光層とキャリア移動性を有し前記画像表示領域に亘って形成された補助層とを
含む複数層が積層されて形成された発光素子層と、前記発光素子層の下に前記画素ごとに
設けられた画素電極と、前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子
層に電圧を印加する対向電極と、前記画素間の境界領域にて前記発光素子層の上に配置さ
れ、前記発光素子層に電気的に接続された境界電極と、を有し、前記境界電極は、前記発
光素子層の前記境界領域における前記キャリアを引き寄せる電位を印加されて当該キャリ
アを吸収する。
【０００９】
　（３）さらに他の本発明に係る表示装置は、画像表示領域に画素となる発光領域が複数
配列された表示装置であって、前記画素の境界に沿って基板上に形成されたバンクと、前
記バンクの上に置かれた境界電極と、前記バンク及び前記境界電極が形成された前記基板
上に、少なくとも前記発光領域に形成されキャリアを注入されて発光する発光層とキャリ
ア移動性を有し前記画像表示領域に亘って形成された補助層とを含む複数層が積層されて
形成された発光素子層と、前記発光素子層の下に前記画素ごとに設けられた画素電極と、
前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子層に電圧を印加する対向
電極と、を有し、前記境界電極は、前記発光素子層に電気的に接続され、前記発光素子層
の前記境界領域における前記キャリアを引き寄せる電位を印加されて当該キャリアを吸収
する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略の構成を示す模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の表示パネルの模式的な平面図である
。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の表示領域の模式的な部分平面
図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の表示領域における上部電極及
び境界電極のレイアウトの一例を示す模式的な平面図である。
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【図５】本発明の第１の実施形態に係る表示パネルの図３に示すＶ－Ｖ線に沿った位置で
の模式的な垂直断面図である。
【図６】本発明の第１の実施形態の変形例に係る有機ＥＬ表示装置の表示領域の模式的な
部分平面図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の表示領域の模式的な部分平面
図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る表示パネルの図７に示すＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に
沿った位置での模式的な垂直断面図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る表示パネルの図７に示すＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に
沿った位置での模式的な垂直断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る表示パネルの製造工程の概略のフロー図である
。
【図１１】本発明の第３の実施形態の変形例に係る表示パネルの図７に示すＶＩＩＩ－Ｖ
ＩＩＩ線に沿った位置での模式的な垂直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）について、図面に基づいて説明する
。
【００１２】
　なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更
が容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また
、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等につい
て模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するもの
ではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素
には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１３】
　以下に説明する各実施形態の表示装置は有機ＥＬ表示装置である。有機ＥＬ表示装置は
、アクティブマトリックス型表示装置であり、テレビ、パソコン、携帯端末、携帯電話等
に搭載される。
【００１４】
　表示装置の画像表示領域には、画像を構成する複数の画素が２次元配列される。ここで
、画像に対応する２次元の直交座標系の１つの座標軸に沿った方向を行方向、もう１つの
座標軸に沿った方向を列方向とする。以降の説明では、行方向、列方向は基本的には画像
の水平方向、垂直方向とするが、これは便宜的な定義である。例えば、同一の画像表示領
域にて画像の縦横を切り換えて表示することができる表示装置では、画像表示領域の行方
向、列方向はそれぞれ画像の垂直方向、水平方向となる場合がある。また、表示装置の構
造自体も、以下に説明するものに対し行方向と列方向とを入れ替えたものとすることがで
きる。
【００１５】
　また、以下の実施形態では、画像表示領域には発光色が互いに異なる複数種類の画素（
サブピクセル）が配列されカラー画像を表示可能な表示装置を説明する。なお、カラー画
像における画素は、表示装置における複数種類のサブピクセルからなる一組のサブピクセ
ルに対応するが、表示装置ではサブピクセルが構成上の単位であり、例えば、サブピクセ
ルごとにＯＬＥＤや画素回路が形成される。そこで以下の説明では、基本的にサブピクセ
ルを画素と扱う。
【００１６】
［第１の実施形態］
　図１は実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２の概略の構成を示す模式図である。有機ＥＬ
表示装置２は、画像を表示する画素アレイ部４と、当該画素アレイ部を駆動する駆動部と
を備える。有機ＥＬ表示装置２はガラス基板や可撓性を有した樹脂フィルムなどからなる
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基材の上に薄膜トランジスタ（thin film transistor：ＴＦＴ）やＯＬＥＤなどの積層構
造が形成されている。
【００１７】
　画素アレイ部４には画素に対応してＯＬＥＤ６及び画素回路８がマトリクス状に配置さ
れる。画素回路８は複数のＴＦＴ１０，１２やキャパシタ１４で構成される。
【００１８】
　一方、駆動部は走査線駆動回路２０、映像線駆動回路２２、駆動電源回路２４、基準電
源回路２６及び制御装置２８を含み、画素回路８を駆動しＯＬＥＤ６の発光を制御するな
どの機能を担う。
【００１９】
　走査線駆動回路２０は画素の水平方向の並び（画素行）ごとに設けられた走査信号線３
０に接続されている。走査線駆動回路２０は制御装置２８から入力されるタイミング信号
に応じて走査信号線３０を順番に選択し、選択した走査信号線３０に、点灯ＴＦＴ１０を
オンする電圧を印加する。
【００２０】
　映像線駆動回路２２は画素の垂直方向の並び（画素列）ごとに設けられた映像信号線３
２に接続されている。映像線駆動回路２２は制御装置２８から映像信号を入力され、走査
線駆動回路２０による走査信号線３０の選択に合わせて、選択された画素行の映像信号に
応じた電圧を各映像信号線３２に出力する。当該電圧は、選択された画素行にて点灯ＴＦ
Ｔ１０を介してキャパシタ１４に書き込まれる。駆動ＴＦＴ１２は書き込まれた電圧に応
じた電流をＯＬＥＤ６に供給し、これにより、選択された走査信号線３０に対応する画素
のＯＬＥＤ６が発光する。
【００２１】
　駆動電源回路２４は画素列ごとに設けられた駆動電源線３４に接続され、駆動電源線３
４及び選択された画素行の駆動ＴＦＴ１２を介してＯＬＥＤ６に電流を供給する。
【００２２】
　基準電源回路２６は、ＯＬＥＤ６のカソード電極を構成する共通電極（図示せず）と、
画素間の境界領域に配置されＯＬＥＤ６に電気的に接続された境界電極（図示せず）とに
定電位を与える。
【００２３】
　本実施形態においてＯＬＥＤ６の下部電極（第１の電極）は画素ごとに形成された画素
電極であり、ＯＬＥＤ６の上部電極（第２の電極）が画素電極に対向配置された対向電極
となる。下部電極は駆動ＴＦＴ１２に接続される。一方、上部電極は全画素のＯＬＥＤ６
に共通の電極で構成される。本実施形態では下部電極がＯＬＥＤ６の陽極（アノード）で
あり、上部電極が陰極（カソード）である。
【００２４】
　図２は有機ＥＬ表示装置２の表示パネル４０の模式的な平面図である。表示パネル４０
の表示領域４２に図１に示した画素アレイ部４が設けられ、上述したように画素アレイ部
４にはＯＬＥＤが配列される。矩形である表示パネル４０の一辺には部品実装領域４６が
設けられ、表示領域４２につながる配線が配置される。さらに部品実装領域４６には駆動
部を構成するドライバＩＣ４８が搭載されたり、ＦＰＣ５０が接続されたりする。ＦＰＣ
５０は制御装置２８やその他の回路２０，２２，２４，２６等に接続されたり、ＦＰＣ５
０の主面上にＩＣを搭載されたりする。
【００２５】
　図３は表示領域４２の模式的な部分平面図である。本実施形態の表示パネル４０は、発
光色が赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の３種類の画素（サブピクセル）が行方向
に周期的に配置され、列方向に同じ種類の画素（サブピクセル）が並ぶストライプ配列で
ある。表示領域４２にはＲＧＢ画素それぞれに対応して発光領域となる画素開口６０ｒ，
６０ｇ，６０ｂが配列され、それら画素開口同士の間は画素間の境界領域となり、該境界
領域にはバンクが形成される。
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【００２６】
　上部電極６２は各画素列に沿って延在し画素開口６０を覆う。隣接する画素列の境界領
域には境界電極６４（第３の電極）が延在する。上述したように本実施形態ではＲＧＢ画
素がストライプ配列され、行方向に隣り合う各画素対は互いに発光色が異なる。つまり、
境界電極６４は発光色が互いに異なる隣接画素間（例えば隣接する第１の画素と第２の画
素との間）の境界に沿って配置されている。
【００２７】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置２はトップエミッション型であり、ＯＬＥＤ６で生じた
光を上部電極６２側へ出射させるため、上部電極６２は透明導電材で形成される。境界電
極６４は例えば、上部電極６２と同層の導電膜で形成することができる。具体的には、表
示領域４２に亘る透明導電膜をＯＬＥＤ６上に成膜し、当該膜をパターニングして上部電
極６２及び境界電極６４を形成する。
【００２８】
　図４は表示領域４２における上部電極６２及び境界電極６４のレイアウトの一例を示す
模式的な平面図である。上部電極６２は図３に示した各画素列に垂直方向に延在される垂
直部６２ｖと、水平方向に延在し当該垂直部６２ｖを互いに接続する水平接続部６２ｈと
を有するくし状の平面形状とすることができる。即ち、上部電極６２は、各画素列境界に
、換言すればバンクと平面的に見て重畳する領域に、スリットを設けた形状をしている。
同様に、境界電極６４は図３に示した各画素列境界に垂直方向に延在される垂直部６４ｖ
と、水平方向に延在し当該垂直部６４ｖを互いに接続する水平接続部６４ｈとを有するく
し状の平面形状とすることができる。上部電極６２及び境界電極６４はそれぞれ基準電源
回路２６に接続される。各画素の上部電極６２は共通の電位（基準電位φＲＥＦ）が印加
される。また、境界電極６４の各部は共通の電位（電荷吸収電位φＡＢ）が印加される。
【００２９】
　図５は図３に示すＶ－Ｖ線に沿った位置での表示パネル４０の模式的な垂直断面図であ
る。表示パネル４０にはＴＦＴ７２などからなる回路やＯＬＥＤ６などが形成される。こ
の表示パネル４０の構造はガラスや樹脂フィルムからなる基材７０の上に各種の層を積み
重ね、またパターニングすることによって形成される。画素アレイ部４はトップエミッシ
ョン型であるので、ＯＬＥＤ６で生じた光は基材７０とは反対側、つまり図５において上
向きに出射される。
【００３０】
　具体的には基材７０の上に、窒化シリコン（ＳｉＮｙ）や酸化シリコン（ＳｉＯｘ）な
どの無機絶縁材料からなる下地層８０を介して、ポリシリコン（ｐ－Ｓｉ）膜が形成され
、当該ｐ－Ｓｉ膜をパターニングし、回路層で用いる箇所のｐ－Ｓｉ膜を選択的に残す。
例えば、ｐ－Ｓｉ膜を用いてトップゲート型のＴＦＴ７２のチャネル部及びソース・ドレ
イン部となる半導体領域８２が形成される。ＴＦＴ７２のチャネル部の上にはゲート絶縁
膜８４を介してゲート電極８６が配置される。ゲート電極８６はスパッタリング等で形成
した金属膜をパターニングして形成される。この後、ゲート電極８６を覆う層間絶縁膜８
８を積層する。ＴＦＴ７２のソース部、ドレイン部となるｐ－Ｓｉにはイオン注入により
不純物が導入され、さらにそれらに電気的に接続されたソース電極９０ａ及びドレイン電
極９０ｂが形成される。このようにしてＴＦＴ７２を形成した後、層間絶縁膜９２を積層
する。層間絶縁膜９２の表面には、スパッタリング等で形成した金属膜をパターニングし
て配線９４等を形成することができ、当該金属膜とゲート電極８６、ソース電極９０ａ及
びドレイン電極９０ｂの形成に用いた金属膜とで例えば、図１に示した走査信号線３０、
映像信号線３２、駆動電源線３４を多層配線構造で形成することができる。この上に例え
ば、アクリル樹脂等の有機材料を積層して平坦化膜９６が形成され、これにより平坦化さ
れた表示領域４２にＯＬＥＤ６が形成される。
【００３１】
　ＯＬＥＤ６は下部電極１００、発光素子層１０２及び上部電極６２で構成され、これら
下部電極１００、発光素子層１０２及び上部電極６２は基材７０の側からこの順に積層さ
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れる。
【００３２】
　図５に示すＴＦＴ７２がｎチャネルを有した駆動ＴＦＴ１２であるとすると、下部電極
１００はＴＦＴ７２のソース電極９０ａに接続される。具体的には、上述した平坦化膜９
６の形成後、下部電極１００をＴＦＴ７２に接続するためのコンタクトホール１０４が形
成され、平坦化膜９６の表面及びコンタクトホール１０４内に形成した導電体膜をパター
ニングして、ＴＦＴ７２に接続された下部電極１００が画素ごとに分離して形成される。
【００３３】
　例えば、下部電極１００はＩＴＯ、ＩＺＯなどで形成される。また、本実施形態はトッ
プエミッション型であるので、下部電極１００は光反射率が高い材料で形成された反射層
上に透明導電膜を積層した構造とすることができる。例えば、反射層はアルミニウム（Ａ
ｌ）や銀（Ａｇ）等で形成することができ、発光層からの光を表示面、つまり上部電極６
２側へ反射させる。
【００３４】
　上述したように、駆動ＴＦＴ１２は各画素の映像信号に応じてＯＬＥＤ６に流れる電流
を制御し、下部電極１００は各画素の映像信号に応じた量のキャリアを発光素子層１０２
へ供給する。具体的には本実施形態では下部電極１００はアノードであり、キャリアとし
て正孔が下部電極１００から発光素子層１０２へ供給される。
【００３５】
　下部電極１００の形成後、バンク１０６を形成する。バンク１０６は例えば、アクリル
、ポリイミド等の感光性樹脂をフォトリソグラフィ技術やインクジェット方式でパターニ
ングして、隣接する画素の境界領域に形成される。なお、バンク１０６はＳｉＮｙやＳｉ
Ｏｘなどの無機絶縁材料で形成することもできる。バンク１０６で囲まれた領域が図３に
示す画素開口６０となり、当該領域には下部電極１００が露出する。
【００３６】
　バンク１０６の形成後、発光素子層１０２を構成する各層が下部電極１００の上に順番
に積層される。発光素子層１０２はキャリアが注入されて発光する発光層（ＥＭＬ）、及
び発光層への効率的にキャリアを供給する機能を担う補助層を含む。発光素子層１０２は
補助層としてＨＩＬ及びＨＴＬの少なくとも一方を含む。
【００３７】
　例えば、ＯＬＥＤ６はＲＧＢ画素それぞれの発光色に対応した単色発光のＯＬＥＤであ
り、アノードである下部電極１００側から順にＨＩＬ、ＨＴＬ、ＥＭＬ、ＥＴＬが積層さ
れた構造である。当該構造ではＨＩＬ、ＨＴＬ及びＥＴＬが補助層である。このうちＨＩ
Ｌ及びＨＴＬは正孔を供給するアノード（下部電極１００）と発光層（ＥＭＬ）との間に
、表示領域４２全体に亘って、即ち複数の画素に跨って連続して成膜される。またＥＴＬ
は電子を供給するカソード（上部電極６２）と発光層（ＥＭＬ）との間に、表示領域４２
全体に亘って成膜される。尚、発光層（ＥＭＬ）は発光色ごとに異なる有機発光材料で形
成される。
【００３８】
　また、ＯＬＥＤ６は白色発光とすることもできる。この場合、ＯＬＥＤ６の上方にカラ
ーフィルタを配置して、画素に対応した色の光を出射させる。例えば、白色発光のＯＬＥ
Ｄ６は発光色が異なる複数の発光素子層１０２を光透過性の中間層を介して電気的に直列
接続したタンデム構造とすることができる。タンデム構造では中間層として設けられる電
荷発生層（charge generation layer：ＣＧＬ）もＨＩＬ、ＨＴＬ等と同様、キャリア移
動性を有する補助層である。
【００３９】
　図５では発光素子層１０２をＨＩＬ及びＨＴＬからなる下層１０２ｄとＥＭＬ及びＥＴ
Ｌからなる上層１０２ｕとに分けて示している。上層１０２ｕには、更にＥＩＬが含まれ
る場合も有る。
【００４０】
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　例えば、ＨＴＬ／ＨＩＬは、ポリ(３，４－エチレンジオキシチオフェン)－ポリ(スチ
レンスルホン酸)(ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ）やその他の導電性有機材料で形成される。
【００４１】
　発光素子層１０２の上に上部電極６２と共に境界電極６４が形成される。図５に示すよ
うに、上部電極６２はその端部をバンク１０６の端部にオーバーラップさせて画素開口６
０の上に形成され、境界電極６４はバンク１０６の上に形成される。
【００４２】
　上部電極６２及び境界電極６４の表面に封止膜１０８が形成される。封止膜１０８は、
水分などの透過を阻止し、ＯＬＥＤ６を保護する機能を有する。封止膜１０８として例え
ば、ＳｉＮｙ膜がＣＶＤ法によって成膜される。
【００４３】
　また、図５には示していないが、上部電極６２の上を有機膜で覆うことで平坦化し、そ
の後で全面を被覆するため封止膜１０８を形成してもよい。封止膜１０８は無機膜と有機
膜の複数の積層構成を有してもよい。さらに、表示パネル４０の表面の機械的な強度を確
保するため、封止膜１０８の上には保護膜を形成してもよい。また、封止膜１０８の上に
は基材７０のような基材（対向基材）を配置する（基材７０に貼り付ける）こともできる
。この場合、対向基材と封止膜１０８との間のスペースに充填材を充填してもよい。
【００４４】
　上述したように、有機ＥＬ表示装置２の駆動時においては、発光層（ＥＭＬ）に映像信
号に応じたキャリアが供給されて、各画素のＯＬＥＤ６が発光する。図５には当該駆動時
にて下部電極１００から発光素子層１０２へ供給されるキャリアである正孔の流れを矢印
で模式的に示している。上部電極６２には下部電極１００より低い電位が印加され、各画
素の下部電極１００から発光素子層１０２の下層１０２ｄへ供給される正孔は基本的には
当該下部電極１００とこれに対向配置された上部電極６２との間の電界に従い、矢印１２
０で示すように発光素子層１０２の上層１０２ｕへ引き寄せられ当該画素の発光層（ＥＭ
Ｌ）に注入される。
【００４５】
　一方、下部電極１００から下層１０２ｄに供給された正孔の一部は矢印１２２で示すよ
うに下層１０２ｄ内を移動し、上述した隣接画素へ向かうリーク電流となる。有機ＥＬ表
示装置２は、このリーク電流となる正孔を矢印１２４で示すように境界電極６４で吸収す
る。これにより、隣接画素へのリーク電流の到達が阻止され、リーク電流による隣接画素
の発光が防止される。よって、画像の解像度の低下が抑制される。また、境界電極６４を
互いに発光色が異なる隣接画素間の境界に配置することで、リーク電流による混色が抑制
され高い色純度が得られ、好適な色再現性を実現できる。
【００４６】
　リーク電流となる正孔を境界電極６４で吸収するために、境界電極６４に印加する電荷
吸収電位φＡＢは、発光素子層１０２内を隣接画素に向かって伝導するキャリアを、画素
の境界領域にて引き寄せる電位に設定される。具体的には、本実施形態では正孔を吸収す
るために、電荷吸収電位φＡＢは下部電極１００より低い電位に設定される。
【００４７】
　さらに、当該キャリアを効果的に吸収するには、境界電極６４に印加する電荷吸収電位
φＡＢと下部電極１００の電位との差を、上部電極６２に印加される基準電位φＲＥＦと
下部電極１００の電位との差より大きく設定することが好適である。すなわち、電荷吸収
電位φＡＢを基準電位φＲＥＦより低い電位とすることでリーク電流となる正孔が境界電
極６４に吸収されやすくなる。例えば、基準電位φＲＥＦを０Ｖ、電荷吸収電位φＡＢを
－２Ｖに設定することができる。
【００４８】
　なお、上部電極６２と境界電極６４との間隙部分における下層１０２ｄの電位は、上部
電極６２や境界電極６４が配置された部分における下層１０２ｄの電位より高くなり、正
孔の移動に対する電位障壁を形成し得る。つまり、リーク電流の進行方向に対して、隣接
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画素の上部電極６２が配置された部分より手前に当該上部電極６２と境界電極６４との間
隙による電位障壁が形成され得る。このような効果を利用して、φＡＢ＜φＲＥＦでなく
ても隣接画素へのリーク電流の到達を阻止できる構成とすることはできる。
【００４９】
　ＯＬＥＤ６がタンデム構造である場合には、境界電極６４は電荷発生層（ＣＧＬ）を経
由して隣接画素へ移動する正孔も吸収し、ＣＧＬ経由のリーク電流も抑制する。
【００５０】
　上述の説明では上部電極６２と境界電極６４とは同層の導電膜をパターニングして形成
したが、両電極を別工程で形成することもできる。この場合、境界電極６４は上部電極６
２とは別の導電材料で形成することができ、例えば、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明導電材料
より低抵抗な材料や不透明な材料を用いて境界電極６４を形成することができる。例えば
、境界電極６４を不透明な金属で形成することで、隣接画素への光漏れを抑制して混色防
止を図ることができる。
【００５１】
［第１の実施形態の変形例］
　上記第１の実施形態ではＲＧＢ画素がストライプ配列された有機ＥＬ表示装置２におけ
る境界電極６４によるリーク電流抑制構造を説明したが、当該リーク電流抑制構造は他の
画素配列においても適用することができる。
【００５２】
　図６は第１の実施形態の変形例に係る有機ＥＬ表示装置２ａの表示領域４２の模式的な
部分平面図である。有機ＥＬ表示装置２ａの表示領域４２には発光色が異なる４種類の画
素がマトリクス状に配列され、２行２列の４画素が互いに異なる色で発光する。４種類の
画素は奇数行及び偶数行それぞれに２種類ずつ行方向に交互に配置されるか、または奇数
列及び偶数列それぞれに２種類ずつ列方向に交互に配置される。具体的には、図６に示す
例では、４種類の発光色はＲＧＢに加え、白色（Ｗ）であり、例えば、奇数行にＲ画素１
３０ｒ、Ｗ画素１３０ｗが交互に配列され、偶数行にＧ画素１３０ｇ、Ｂ画素１３０ｂが
交互に配列される。なお、各行各列の２種類の発光色の組み合わせは図６に示したものに
限定されない。
【００５３】
　上記第１の実施形態のストライプ配列では列方向には同じ色の画素が並ぶので、列方向
に隣接する画素間でのリーク電流は混色による画質劣化を生じない。そのため、画素行間
の境界領域への境界電極６４の配置は省略し、画素列間の境界領域にのみ境界電極６４を
配置する例を示した。
【００５４】
　これに対し、図６に示す画素配列では行方向に隣接する画素間と列方向に隣接する画素
間との両方にてリーク電流を抑制し、混色を防止することが好ましい。そこで、例えば、
境界電極６４は図３に示した、各画素列境界に垂直方向に延在される垂直部６４ｖ（延在
部）、及び水平接続部６４ｈに加え、各垂直部６４ｖから各画素行境界に沿って突き出し
た水平突起部６４ｐを備え、行方向と列方向との両方のリーク電流を抑制する。
【００５５】
　ここで、上部電極６２と境界電極６４とを同層の導電膜で形成するので、画素行境界に
は列方向に隣接する画素間にて上部電極６２をつなぐ接続部６２ｊが必要になる。そのた
め、水平突起部６４ｐ（突起部）は列方向に隣接する画素の境界の全体に沿ってではなく
一部のみに沿って形成される。
【００５６】
　コンタクトホール１０４上に下部電極１００を平坦に形成することが難しいことから、
例えば図５においては、コンタクトホール１０４を画素開口６０の領域内に形成するので
はなく、バンク１０６が配置される領域内に形成している。しかし、画素の微細化に伴い
、コンタクトホール１０４を画素の境界領域に納めることができなくなる場合がある。図
６の画素レイアウトでは、画素開口６０を矩形の一部を切り欠いたＬ字形状とし、切り欠
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いた領域にコンタクトホール１０４及びバンク１０６を形成している。このような画素レ
イアウトでは列方向に隣接する画素間における境界のうち、画素開口６０間の距離が小さ
い個所と大きい個所とが生じる。そこで、画素開口６０間の距離が小さい個所に水平突起
部６４ｐを設けリーク電流を好適に防止しつつ、画素開口６０間の距離が大きい個所に接
続部６２ｊを設け上部電極６２を列方向に接続することができる。
【００５７】
［第２の実施形態］
　以下、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２ｂを説明する。本実施形態と
上記第１の実施形態とは境界電極６４及びそれに付随する構造に相違点を有し、その他の
点では基本的に共通である。以下、第２の実施形態について第１の実施形態との相違点を
中心に説明する。
【００５８】
　図７は有機ＥＬ表示装置２ｂの表示パネル４０の表示領域４２の模式的な部分平面図で
あり、図８は図７に示すＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿った位置での表示パネル４０の模式的
な垂直断面図である。有機ＥＬ表示装置２ｂは第１の実施形態と同様、ＲＧＢ画素がスト
ライプ配列された表示パネル４０を備える。
【００５９】
　本実施形態では上部電極６２と境界電極６４とは別々の導電膜で形成され、これにより
両電極の平面形状の自由度が高くなる。具体的には、境界電極６４ｂをバンク１０６上に
て発光素子層１０２の上面に接して形成し、その後、上部電極６２ｂを形成する。この構
造では境界電極６４ｂは各画素を取り囲む画素境界の全周に沿って配置することができる
。すなわち、境界電極６４ｂは格子状の平面形状とされ、画素列間の境界領域だけでなく
画素行間の境界領域にも配置される。一方、上部電極６２ｂは境界電極６４ｂの上にも形
成でき、基本的に表示領域４２全体に亘って共通に形成される。なお、上部電極６２ｂと
境界電極６４ｂとが重なる部分には両電極間に絶縁膜２００が形成される。
【００６０】
　本実施形態によっても第１の実施形態と同様、ＨＴＬ／ＨＩＬ等のキャリア移動性を有
した補助層を経由したリーク電流による隣接画素の発光を阻止することができる。また、
本実施形態は、各画素の画素境界の全周に境界電極６４を配置できるので、より好適に隣
接画素へのリーク電流を抑制できる。
【００６１】
　境界電極６４ｂは上部電極６２ｂとは別の導電材料で形成することができ、第１の実施
形態で述べたように、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明導電材料より低抵抗な材料や不透明な材
料を用いて境界電極６４ｂを形成することができる。例えば、境界電極６４ｂを不透明な
金属で形成することで、隣接画素への光漏れを抑制して混色防止を図ることができる。
【００６２】
　なお、本実施形態は第１の実施形態の変形例で述べたような、ストライプ配列以外の画
素配列に容易に適用することができる。
【００６３】
［第３の実施形態］
　以下、本発明の第３の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２ｃを説明する。本実施形態と
上記第１及び第２の実施形態とは境界電極６４及びそれに付随する構造に相違点を有し、
その他の点では基本的に共通である。以下、第３の実施形態について上記各実施形態との
相違点を中心に説明する。
【００６４】
　有機ＥＬ表示装置２ｃの表示パネル４０の表示領域４２の模式的な部分平面図は、第２
の実施形態について示した図７と基本的には同じであり、これを援用する。図９は図７に
示すＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿った位置での有機ＥＬ表示装置２ｃの表示パネル４０の模
式的な垂直断面図である。
【００６５】
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　本実施形態は第２の実施形態と同様、上部電極６２と境界電極６４とは別々の導電膜で
形成され、これにより両電極の平面形状の自由度が高くなる。例えば、第２の実施形態と
同様、境界電極６４ｃは画素境界に沿った格子状の平面形状とし、上部電極６２ｃは基本
的に表示領域４２全体に亘って共通に形成される。
【００６６】
　本実施形態が第２の実施形態と異なる点は、境界電極６４ｃが発光素子層１０２の下に
配置される点である。すなわち、バンク１０６の上面に境界電極６４ｃが配置され、その
後、発光素子層１０２、上部電極６２が順次積層される。
【００６７】
　図９に示すように、境界電極６４ｃはバンク１０６の上面及び側面に沿って積層される
ことが、換言すれば、境界電極６４ｃはバンク１０６の側面とほぼ同じテーパー形状を有
し且つバンク１０６の上面の上面全域に配置されることが、望ましい。これにより、境界
電極６４ｃの上層に配置される発光素子層１０２が、段切れなどの不具合が起こることな
く、画素境界領域に好適に被覆されることになる。また、境界電極６４ｃをパターニング
する際のエッチングをウェットエッチングなどとし境界電極６４ｃの端部の傾斜を緩やか
にする等、画素境界領域の表面における角や段差を抑制する工夫をすることがさらに好適
である。
【００６８】
　本実施形態によっても第２の実施形態と同様、ＨＴＬ／ＨＩＬ等のキャリア移動性を有
した補助層を経由したリーク電流による隣接画素の発光を好適に阻止することができる。
【００６９】
　なお、補助層のうち下層１０２ｄに含まれるＨＩＬやＨＴＬは、上層１０２ｕに含まれ
るＥＴＬやＥＩＬよりも比較的厚く形成されることが多い。よって、リーク電流となるキ
ャリアの多くは、下層１０２ｄ内を移動する。図９に示す本実施形態では、境界電極６４
が下層１０２ｄと接しているので、即ち、ＨＩＬ或いはＨＴＬの何れかと接しているので
、当該キャリアを効率よく吸収し、下層１０２ｄ内を経由するリーク電流を好適に抑制す
ることができる。
【００７０】
　また、境界電極６４ｃは上部電極６２ｃとは別の導電材料で形成することができ、例え
ば、境界電極６４ｃを低抵抗な金属で形成することができる。
【００７１】
　なお、本実施形態も第１の実施形態の変形例で述べたような、ストライプ配列以外の画
素配列に容易に適用することができる。
【００７２】
　図１０は、本実施形態に係る表示パネル４０の製造工程の概略のフロー図である。表示
パネル４０の製造では、生産効率を高めるために、１枚の大きな基材７０上に複数面の表
示パネル４０を同時に形成する手法が採用される。この製造手法では基材上へのＴＦＴの
形成などの工程は複数面の表示パネル４０を一体に行われ、一方、ＯＬＥＤ形成工程は複
数面の表示パネル４０を分割して行われる。つまり、この製造方法は、複数面の表示パネ
ル４０がつながった状態で加工される前段工程と、表示パネル４０ごとに分割されて残り
の加工が施される後段工程とに分けられ、ここでは前段工程をＴＦＴ工程、後段工程をＯ
ＬＥＤ工程と呼ぶ。
【００７３】
　ＴＦＴ工程は基本的に、集積回路などを製造する半導体製造プロセスを利用して行うこ
とができる工程からなり、比較的にプロセス条件の自由度が高く、例えば、数百℃程度の
高温プロセスを利用するように製造工程を設計することも可能である。一方、ＯＬＥＤ工
程は、有機材料からなる発光素子層の劣化を防ぐため、雰囲気温度の上限が数十℃程度に
制限され得る。つまり、ＯＬＥＤ工程は、表示パネル４０をそれぞれ加工することにより
工数が増加し、またＴＦＴ工程に比べてより確実にプロセス条件を制御する必要がある。
そのため、表示パネル４０の製造工程においてＴＦＴ工程の占める割合を大きくし、ＯＬ
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ＥＤ工程の占める割合を小さくすることで、表示パネル４０の製造コストの低減や製造期
間の短縮を図ることができる。
【００７４】
　本実施形態ではＴＦＴ工程として、基材７０の上にＴＦＴ７２などからなる回路を形成
する工程（ステップＳ１）、その上に平坦化膜９６を積層する工程（ステップＳ２）、下
部電極１００を形成する工程（ステップＳ３)、及びバンク１０６を形成する工程（ステ
ップＳ４）が行われる。これらは第１の実施形態と同様に行うことができる。
【００７５】
　本実施形態では、さらに境界電極６４ｃを形成する工程（ステップＳ５）がＴＦＴ工程
として行われ、これにより、上に述べた製造コスト低減や製造期間短縮の効果が得られる
。例えば、境界領域にバンク１０６が形成された後、表示領域４２の全面に導電膜を形成
し、フォトリソグラフィ技術を用いて当該導電膜をパターニングして、境界電極６４ｃが
形成される。
【００７６】
　なお、ＯＬＥＤ工程は境界電極６４ｃの形成後の工程、具体的には発光素子層１０２を
形成する工程（ステップＳ６）、上部電極６２ｃを形成する工程（ステップＳ７）、封止
膜１０８を形成する工程（ステップＳ８）などを含む。
【００７７】
　本実施形態によっても上記各実施形態と同様、ＨＴＬ／ＨＩＬ等のキャリア移動性を有
した補助層を経由したリーク電流による隣接画素の発光を阻止することができる。また、
本実施形態は、各画素の画素境界の全周に境界電極６４を配置できるので、より好適に隣
接画素へのリーク電流を抑制できる。
【００７８】
　なお、本実施形態は第１の実施形態の変形例で述べたような、ストライプ配列以外の画
素配列に容易に適用することができる。
【００７９】
［第３の実施形態の変形例］
　図１１は第３の実施形態の変形例に係る有機ＥＬ表示装置２ｄの表示パネル４０の模式
的な部分断面図であり、第３の実施形態と同様、図７に示すＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿っ
た位置での垂直断面図である。
【００８０】
　本変形例ではバンク１０６の上面に凹部３００が形成され、当該凹部３００に境界電極
６４ｄが充填される。例えば、境界電極６４ｄはＡｇなどのナノ粒子を含んだナノインク
で形成することができる。ナノインクは例えば、インクジェット法で凹部３００に塗布・
充填され、また、塗布後、減圧乾燥等により流動しにくくされる。その後、熱処理を施し
て、ナノインク層を溶融、焼成する。なお、凹部３００を境界電極６４ｄで埋めることで
境界電極６４ｄ形成後の画素境界領域の表面はなだらかになり、その上に発光素子層１０
２を画素境界領域に被覆することができる。
【００８１】
　凹部３００は、バンク１０６を形成した後、エッチングで形成することができる。また
、図１１に示すようにバンク１０６が配置される個所の平坦化膜９６の表面に凹部３０２
を形成した後、バンク１０６を積層することでバンク１０６の上面の凹部３００を形成す
ることができる。例えば、平坦化膜９６の凹部３０２は下部電極１００をパターニングす
る際のエッチングで形成することができる。
【００８２】
　上記各実施形態及び変形例では、下部電極１００がＯＬＥＤ６のアノード、上部電極６
２がＯＬＥＤ６のカソードである場合を説明した。しかし、本発明は、下部電極１００が
ＯＬＥＤ６のカソード、上部電極６２がＯＬＥＤ６のアノードである場合にも適用できる
。その場合、発光素子層１０２における各層の積層順序は上述の構成とは逆転する。例え
ば、カソードである下部電極１００側から順にＥＩＬ、ＥＴＬ、ＥＭＬ、ＨＴＬ、ＨＩＬ
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が積層された構造となる。また、当業者が理解し得るように、電流の向きや電位の大小関
係が基本的に上記実施形態とは逆転する。
【００８３】
　本発明の実施形態として上述した有機ＥＬ表示装置２（２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄを含む
）を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての有機ＥＬ表示装置も、本発明
の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。また、有機ＥＬ表示装置以外の表示装置
、例えば発光層として量子ドット素子を採用した量子ドット表示装置等も本発明の範囲に
属する。
【００８４】
　本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得る
ものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される
。例えば、前述の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除若しくは設
計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、本発明
の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
【００８５】
　また、本実施形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について本明細
書記載から明らかなもの、又は当業者において適宜想到し得るものついては、当然に本発
明によりもたらされるものと解される。
【符号の説明】
【００８６】
　２　有機ＥＬ表示装置、４　画素アレイ部、６　ＯＬＥＤ、８　画素回路、１０　点灯
ＴＦＴ、１２　駆動ＴＦＴ、１４　キャパシタ、２０　走査線駆動回路、２２　映像線駆
動回路、２４　駆動電源回路、２６　基準電源回路、２８　制御装置、３０　走査信号線
、３２　映像信号線、３４　駆動電源線、４０　表示パネル、４２　表示領域、４４　陰
極、４６　部品実装領域、４８　ドライバＩＣ、５０　ＦＰＣ、６０　画素開口、６２　
上部電極、６４　境界電極、７０　基材、７２　ＴＦＴ、８０　下地層、８２　半導体領
域、８４　ゲート絶縁膜、８６　ゲート電極、８８，９２　層間絶縁膜、９０ａ　ソース
電極、９０ｂ　ドレイン電極、９４　配線、９６　平坦化膜、１００　下部電極、１０２
　発光素子層、１０４　コンタクトホール、１０６　バンク、１０８　封止膜、２００　
絶縁膜、３００　凹部。
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